
平成 2 1 年５月 日

国立大学法人制度では、国立大学法人法に基づき、文部科学大臣が国立大学法人及び大学
共同利用機関法人の中期目標の期間（６年）が終了する際、組織・業務全般の見直しを行う仕組
みとなっています。

総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会（委員長：岡素之・住友商事（株）代表取締役会
長、独立行政法人評価分科会長：富田俊基・中央大学法学部教授）は、文部科学大臣が見直し
の検討を行うに当たり、国立大学法人及び大学共同利用機関法人の主要な事務・事業の改廃
について、「勧告の方向性」という形で指摘事項を取りまとめ、文部科学大臣に通知するものです。

国立大学法人等の事務・事業の見直し結果
－政策評価・独立行政法人評価委員会による指摘事項－

「国立大学法人及び大学共同利用機関法人の主要な
事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について」

（案）
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○ 国立大学法人の理念・目標の明確化

多様なニーズに応えた個性・特色のある教育研究の展開が求められていることを踏まえ、中期目標・中期計画に

おける各法人の理念や目標の一層の明確化、具体的な取組内容の明確化

○ 大学共同利用機関法人の一体的運営に向けた取組の明確化

新たな学問分野の創出、事務処理体制の効率化など再編の効果を十分に発揮する観点から、中期目標・中期

計画における教育研究面及び管理運営面の一体的運営に向けた具体的な取組内容の明確化

○ 運営費交付金の配分

第三者評価に基づく競争原理を導入するとの基本理念に沿って、各法人の教育研究面での成果や実績が

適切に反映され、重点的な配分ができるような運営費交付金の配分の仕組みの構築等

○ 経営協議会の機能の発揮状況の明確化

経営協議会が期待される役割を十分に発揮し、その意見が法人運営に適切に反映されているか明らかにする

観点から、経営協議会における意見の内容及びその反映状況等の情報の公表

○ 国民への積極的な情報提供

国民に対する説明責任を十分に果たす観点から、利用者の立場に立った分かりやすい情報の提供

１ 国立大学改革の推進

○ 全国共同利用型研究施設における機能の発揮状況の検証

○ 総人件費削減の着実な実施等

○ 一般競争入札等による契約の原則実施、随意契約の適正化の推進等

○ 保有資産の不断の見直し、不要とされた資産の売却処分の推進

２ その他の業務全般に関する見直し

国立大学法人法や同法の附帯決議（別添１）の趣旨を踏まえつつ、文部科学大臣の見直し案（別添２）では十分ではない

と考えられる以下の事項について指摘



国立大学法人法（抄） （平成15年法律第112号）

① 国立大学の法人化に当たっては、憲法で保障されている学
問の自由や大学の自治の理念を踏まえ、国立大学の教育研
究の特性に十分配慮するとともに、その活性化が図られる
よう、自主的・自律的な運営の確保に努めること。

② 文部科学大臣は、中期目標の作成及び中期計画の認可に当
たっては、大学の自主性・自律性を尊重する観点に立って
適切に行うこと。

③ 中期目標の実際上の作成主体が法人であることにかんがみ、
文部科学大臣は、個々の教員の教育研究活動には言及しな
いこと。文部科学大臣が中期目標・中期計画の原案を変更
した場合の理由及び国立大学法人評価委員会の意見の公表
等を通じて、決定過程の透明性の確保を図るとともに、原
案の変更は、財政上の理由など真にやむを得ない場合に限
ること。

④ 独立行政法人通則法を準用するに当たっては、総務省、財
務省、文部科学省及び国立大学法人の関係において、大学
の教育研究機関としての本質が損なわれることのないよう、
国立大学法人と独立行政法人の違いに十分留意すること。

⑤ 独立行政法人通則法第35条の準用による政策評価・独立行
政法人評価委員会からの国立大学法人等の主要な事務・事
業の改廃勧告については、国立大学法人法第３条の趣旨を
十分に踏まえ、各大学の大学本体や学部等の具体的な組織
の改廃、個々の教育研究活動については言及しないこと。
また、必要な資料の提出等の依頼は、直接大学に対して行
わず、文部科学大臣に対して行うこと。

（教育研究の特性への配慮）
第３条 国は、この法律の運用に当たっては、国立大学及び

大学共同利用機関における教育研究の特性に常に配慮しな
ければならない。

（中期目標）
第30条 文部科学大臣は、六年間において国立大学法人等が

達成すべき業務運営に関する目標を中期目標として定め、
これを当該国立大学法人等に示すとともに、公表しなけれ
ばならない。これを変更したときも、同様とする。

３ 文部科学大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しよ
うとするときは、あらかじめ、国立大学法人等の意見を聴
き、当該意見に配慮するとともに、評価委員会の意見を聴
かなければならない。

（同法第35条において準用する独立行政法人通則法35条）
第35条 文部科学大臣は、国立大学法人等の中期目標の期間

の終了時において、当該国立大学法人等の業務を継続させ
る必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般に
わたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ず
るものとする。

２ 文部科学大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっ
ては、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければなら
ない。

３ 審議会（※政策評価・独立行政法人評価委員会）は、国
立大学法人等の中期目標の期間の終了時において、当該国
立大学法人等の主要な事務及び事業の改廃に関し、文部科
学大臣に勧告することができる。

附帯決議（抄）

（別添１） 国立大学法人制度について
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平成15年５月16日衆議院文部科学委員会
平成15年７月８日参議院文教科学委員会



（別添２） 文部科学大臣の見直し案

１ 見直しの考え方

文部科学大臣による国立大学法人等に対する組織及び業務全般にわたる検討とその結果に基づき講ずる措置としては、
一般の独立行政法人とは異なり、中期目標の実際上の作成主体である法人に対して文部科学大臣が見直し内容（以下の
２及び３）を示した上で、各法人から提出のあった中期目標・中期計画の素案において、見直し内容が反映されているかを
確認することが中心

見直し内容を示すに当たっては、個々の法人ごとの具体的な組織・業務に言及するのではなく、すべての国立大学法人
等を対象に、一般的に見直すべき点を提示

２ 組織の見直し

○大学院博士課程、法科大学院、教員養成系学部、その他の学部・研究科等の入学定員・組織等の見直し、
附置研究所の研究体制等の見直し

○新たな学問領域の創成や共同利用・共同研究機能の向上のための大学共同利用機関法人の組織の見直し

３ 教育研究、運営等の業務全般の見直し

○国立大学法人の教育研究等の質の向上（教育研究の質の向上、社会貢献・地域貢献の推進、グローバル化の推進、
教育研究資源の有効活用、学生支援機能の充実・強化、附属病院・附属学校・附置研究所の機能の充実・強化）

○大学共同利用機関法人の教育研究等の質の向上（研究環境の向上、多様な研究者の採用の推進、中核拠点としての
機能の充実・強化、大学における研究の支援機能の充実・強化、人材育成機能の充実・強化）

○業務運営の改善及び効率化、財務内容の改善、その他業務運営（法人のガバナンスの充実、財務内容の改善、
効果的・効率的な法人運営の推進、国民に対する情報提供等の改善、法令遵守体制の充実）

４ 制度改正等の措置

○国立大学法人運営費交付金の算定ルールの見直し
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（平成21年４月１日現在）

（国立大学法人 86法人）

北海道大学 東京医科歯科大学 名古屋大学 徳島大学

北海道教育大学 東京外国語大学 愛知教育大学 鳴門教育大学

室蘭工業大学 東京学芸大学 名古屋工業大学 香川大学

小樽商科大学 東京農工大学 豊橋技術科学大学 愛媛大学

帯広畜産大学 東京芸術大学 三重大学 高知大学

旭川医科大学 東京工業大学 滋賀大学 福岡教育大学

北見工業大学 東京海洋大学 滋賀医科大学 九州大学

弘前大学 お茶の水女子大学 京都大学 九州工業大学

岩手大学 電気通信大学 京都教育大学 佐賀大学

東北大学 一橋大学 京都工芸繊維大学 長崎大学

宮城教育大学 横浜国立大学 大阪大学 熊本大学

秋田大学 新潟大学 大阪教育大学 大分大学

山形大学 長岡技術科学大学 兵庫教育大学 宮崎大学

福島大学 上越教育大学 神戸大学 鹿児島大学

茨城大学 富山大学 奈良教育大学 鹿屋体育大学

筑波大学 金沢大学 奈良女子大学 琉球大学

筑波技術大学 福井大学 和歌山大学 政策研究大学院大学

宇都宮大学 山梨大学 鳥取大学 総合研究大学院大学

群馬大学 信州大学 島根大学 北陸先端科学技術大学院大学

埼玉大学 岐阜大学 岡山大学 奈良先端科学技術大学院大学

千葉大学 静岡大学 広島大学

東京大学 浜松医科大学 山口大学

（大学共同利用機関法人 4法人）

人間文化研究機構 自然科学研究機構 高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構 情報・システム研究機構

（参考） 国立大学法人等一覧（90法人）
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［本件連絡先］

総務省行政評価局 独立行政法人担当評価監視官室

TEL

FAX
E-mail

評 価 監 視 官

総括評価監視調査官

：

：

菅 原 希

萬 谷 優 人

すが わら のぞむ

まん たに まさ と

： ０３－５２５３－５４４６、５４６０

： ０３－５２５３－５４４３

： dokuhyouka@soumu.go.jp
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